
亀山市告示第１３３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により、地縁に

よる団体を次のとおり認可したので、同条第１０項の規定に基づき、次のとおり告示す

る。 

令和６年７月１１日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

１ 名称 

  名越自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、次に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の

維持及び形成に資することを目的とする。 

（１）回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

（２）美化・清掃等区域内の環境の整備 

（３）不動産の維持管理及び運用 

（４）区域住民の健康増進及び福祉向上を図るための諸行事 

３ 区域 

本会の区域は、亀山市田村町１３６３番地４、１３６３番地８、１３６３番地１０

から１２、１３６３番地１７、１３６３番地１９から２２、１３６３番地２４から

２７、１３６６番地１から２、１３７５番地２から５、１３７５番地９、１３７５番

地１０から２２、１３７５番地２４から２５、１３７５番地３７、１３９０番地３、

１３９７番地５、１３９８番地１、１３９８番地３から５、１４００番地６から８、

１４１１番地１、１４６９番地、１５２７番地１、１５２８番地、１５３１番地１、

１５３３番地、１５３５番地２、１５５２番地、１５５４番地、１５５６番地、１５６１

番地、１５６５番地、１５６６番地１、１５６８番地、１５７０番地１、１５７１番

地、１５７２番地１、１５８０番地１、１５８２番地、１５８２番地１、１５８６番

地、１５９５番地１、１５９６番地、１５９８番地２、１５９９番地、１６２１番地

４、１７８５番地１から２４、１７９２番地１から６、１７９３番地２から３、１７９３

番地５から６、１７９４番地、１７９４番地７、１７９６番地２から１１、１８００

番地１から２、１８０７番地、１８０７番地１、１８１０番地、１８１０番地２、



１８１２番地３から４、１８２３番地、１８２４番地１から３、１８２７番地１、 

１８３０番地３、１８３９番地１、１８４０番地、１８４２番地３、１８４３番地１、 

１８４９番地、１８５２番地、１８５３番地１、１８５４番地、１８５９番地、１８６１

番地、１８６５番地、１８６９番地１、１８７１番地、１８７８番地、１８７８番地

１、１８８７番地３から５、１８８７番地１４から１５、１８８７番地１７、１９０２ 

番地２、１９０２番地４まで、川崎町３番地２０から２４、３番地２９、３番地３４、 

３番地３６から３９、３番地４４から４５、３番地５０、４番地３から４、５番地９

から１３、５番地１５から１６、６番地１、７番地２、７番地４、８番地１、８番地

４から７、１０番地３、１０番地１０から１２、１２番地、１５番地１から２、１５

番地６から７、１８番地１、１８番地４から６、２０番地１、２０番地３から４、２２

番地１、２２番地６から９、２４番地３、２４番地５、２５番地１、２５番地５、２５

番地８、２７番地７から８、１２１番地５、１２２番地３から５、１２６番地３、

１２６番地７から８、１２６番地１０から１１、１２６番地１３から１５、１２６番

地１７から２０、１２６番地２２から２３、１３８番地、１３９番地、１４３番地２

から３、１４３番地６から７、１４５番地３から５、１５０番地３から１７、１５０

番地１９から２２、１５０番地２４から２５、１５０番地２６から２９、１６０番地 

１から２、１６１番地１、５１５８番地まで、能褒野町２４１番地４、２４３番地２、

１８８１番地、１８８１番地２、１８８１番地５、１８８２番地６、１８９８番地３、 

１８９８番地１３、１８９９番地１、１９００番地３の区域とする。 

４ 主たる事務所 

  亀山市田村町１５８２番地に置く。 

５ 代表者の氏名及び住所 

  原 博幸 

  亀山市田村町１５２８番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  無 

７ 代理人の有無 

  無 

８ 規約に定める解散の事由 

（１）本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 



（２）総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得なけれ

ばならない。 

９ 認可年月日 

令和６年６月２１日 

 


